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「市規則」：岡山市危険物規制規則（昭和５０年市規則第７０号）

　　　　　

「法」　　：消防法（昭和２３年法律第１８６号）

「危政令」：危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）

「危規則」：危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）

「ＪＩＳ」：日本産業規格

凡　例

Ｓ：昭和

Ｈ：平成

Ｒ：令和

文書番号

「第１４９号」を略したもの
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